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令和元年12月橋本市議会定例会会議録（第３号）その５ 

令和元年12月３日（火） 

                                           

（午後１時00分 再開） 

○議長（土井裕美子君）それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番11、16番 樽井さん。 

〔16番（樽井豪男君）登壇〕 

○16番（樽井豪男君）議長のお許しを得まし

たので、一般質問を行います。 

 まず、今回、教育委員会に対して、一つ目、

教育負担減への学校の工夫について。それと、

２項目め、学校施設の安全性を確保するため

の改修計画についてということで伺います。 

 まず１番、日本の小・中学校の教員は世界

一多忙であると経済協力開発機構の調査結果

が発表されました。  

 そこで、お伺いします。  

 ①調査結果について、教育委員会への報告

づくりといった事務作業や部活動が負担など

であり、小・中学校の勤務時間について伺い

ます。  

 ②今回の調査で、小・中学校の校長に課題

を聞いたところ、小学校で38.3％、中学校で

49.1％が児童生徒と過ごす時間が足りないと

回答があり、教員の働き方に詳しい方の指摘

で授業準備の中でもプリントの印刷など、業

務を補助するなど教員が自らすべきことを分

けていく意識が必要であると指摘しているが、

教育委員会の考えは。 

 大きく２番、学校施設の安全性を確保する

ための改修計画について。  

 橋本市で長寿命化改修計画を策定され、大

規模改修を随時進めておりますが、かなりの

費用がかかり計画どおりには進みません。調

査をし、外壁・天井の落下など危険のある場

所を必要最小限の修繕を行うべきと考えるが。 

 以上です。  

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さんの質

問項目１、教員負担減へ学校の工夫に対する

答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）教員負担減へ学校の

工夫についてお答えします。  

 まず一点目の小・中学校教員の勤務時間に

ついてのおただしですが、経済協力開発機構

（ＯＥＣＤ）の調査結果では、週当たりの勤

務時間が小学校では54.4時間、中学校では

56.0時間と報告されています。 

 本市においては、昨年11月に各学校の教職

員対象に月曜から日曜までの７日間について

勤務時間実態把握調査を実施しました。その

結果、週当たりの勤務時間は、小学校で約54.9

時間、中学校で約52.7時間となっています。

時間外勤務の業務内容については、小学校で

は授業準備、中学校では部活動に費やす時間

が多いという結果です。このように本市でも

教員の長時間勤務の改善は重要な課題となっ

ています。 

 二点目の業務についての教育委員会の考え

についてお答えします。  

 学校現場で課題となっている事務作業を担

うことにより、教員が子どもと向き合う時間

を確保することを目的として、県教育委員会

からスクール・サポート・スタッフが配置さ

れています。今年度は４校に配置され、今ま

で教員の業務であったプリントの印刷や配布

物の準備等をスクール・サポート・スタッフ

が行っています。学校からは、「今までこれら

の業務に費やしていた時間を他の業務に充て

ることが可能となり、とても助かっている」
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と聞いています。また、学校はこれまで当た

り前のように学校教員が担ってきた業務のあ

り方について見直す必要があると考えます。

学校以外が担う業務や、学校の業務だが必ず

しも教員が担う必要のない業務、さらには教

員の業務だが負担軽減が可能な業務等を整理

し、教員に課せられている過度な負担を軽減

することや、必要性が低下し慣習的に行われ

ている業務を廃止するなど、学校現場の意識

改革も大切であると考えています。  

 教育委員会としても各学校が担っている業

務の明確化・適正化を図るため、学校に課し

ている業務負担を見直すとともに、学校、地

域と連携して必要な支援を行ってまいります。 

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん、再

質問ありますか。 

○16番（樽井豪男君）何点か再質問したいと

思います。 

 まず、この勤務時間については全国平均よ

り少し少ないという形で認識しました。ほん

の少しですけども。通常、１日の勤務時間は

まず何時間ですか。また、平均的にだいたい

何時頃まで滞在して帰ったのかというのを、

ちょっとわかったら教えてください。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）学校によって勤務時

間の始まりとか終わり、違いは多少あります。

基本的には、だいたいのところ８時15分から

始まって４時45分で勤務終了と。その間、45

分間の休憩があります。ただ、その45分間と

言っても、担任の先生は給食指導というよう

な形で、本当に休憩かどうかというのも疑わ

しいところはあるんですけども、45分の休憩

があります。 

 先ほどお話しさせていただいた超過勤務、

小学校で言うと週54.9時間、中学校で言うと

週52.7時間、これを週で割って土曜日、日曜

日の勤務をゼロとした場合、土曜日、日曜日

に超勤をしなかった場合、平均して、これは

あくまでも平均です。小学校で帰る時間が７

時27分。だいたい、おおよそ７時27分が平均

の帰る時間になります。それから、中学校で

言いますと、中学校は土日、結構勤務時間が

あるんですけども、部活動等で。これも引い

た場合、７時21分。ただ、部活動をした場合

を入れ込むと、これよりももう少し早く帰っ

ているというのが中学校の実情だろうと思っ

ています。 

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）まずこの調査結果で、

専門の方で極力７時までにやっぱり帰ったら、

少しでも軽減するんじゃないかというような

ご意見もございます。まずこの中でも、勤務

時間が恐らく平均ですけども、５時にすぐ帰

れる方と７時だけども９時までおられる方と

いろんな差があると思うんですけども、今よ

く話題の教師間のトラブルで、いろいろいじ

めとかそういったことがあるんですけども、

そういった勤務時間の差が大き過ぎて、教師

間でいろんないじめとか、そんなものはある

かどうか。まして、もしあった場合にどのよ

うな対処をしていくかというのは、教育委員

会としてどういうふうに考えていますか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）議員おただしのとお

り、例えば、４時45分が退庁時間であるとす

るならば５時までに帰る職員もいますし、９

時、10時、遅いときには11時の職員もいます。

遅くまで仕事をしている職員が陥りやすいの

は、早く帰る職員に対して勤務をさぼってい

るんではないかというふうな感覚にやっぱり

陥りやすいというのが現状だと思います。ど

うしてもそのような気持ちになります。 

 ただし、ワークライフバランスで考えます

と、やはり勤務時間が終わって帰るというの

は基本姿勢だと思っています。ただ、どうし
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ても緊急な生徒指導で残らなければならない

場合は、これはやむを得ないと思いますけど

も、慣習的に遅くまで残ることが美徳である

というふうな文化は、これはもう私自身は間

違っていると思います。校長会等でも随分お

話をさせていただています。そういう慣習的

な残りは、もう早く帰りましょうと。 

 それと、もう一つは、やはり早く帰る先生

はそれなりに理由もあるし、またそれが正当

な権利であるし、それは認めていきましょう

と。ワークライフバランスという言葉はワー

クが先にあるんですけども、逆に、私はライ

フワークバランスではないか。生活が一番大

事で、やはり生活が充実していると仕事も充

実した仕事になると思いますので、教育委員

会としては、できる限り勤務時間終了後帰れ

るような体制に一歩でも、まだ随分近づいて

はいませんけども、一歩でも近づけるような

方策をとっていきたいと思っています。 

 いじめ等については、完全に私は否定でき

ません。否定できませんが、学校文化という

のはやはり人権が保障される文化であるべき

だと常に思います。自分たちの持っているそ

ういう人権を教員が保障しないで、子どもた

ちの人権を保障できるわけがありませんので、

それは強く校長会等でも訴えていきたいと思

っています。 

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）これは教職員に問わず、

どこの職場でも一緒でして、市の職員もそう

いった長い間働く方とすぐ帰る人、いろいろ

さまざまです。それはそれに対して各課でも

いろんな問題も発生したりはしております。

それはもういたし方がないと思います。それ

をいかに早く察知して解消するかというのが、

まず基本かなとは思っております。 

 教育委員会の課題として、まず学校に配置

されている加配教員の状況や小学校の一部教

科担任制を取り入れる学校もありますが、教

育委員会としての考えはどうでございますか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）お答えします。まず

加配教員の現状を報告させていただきます。

ＴＴ・少人数加配、これは一つのクラスに２

人の教員が入って指導する場合と、一つのク

ラスを少人数に分割して指導する場合、その

ときの加配です。ＴＴ・少人数加配と言いま

すが、小学校４校に４名、中学校４校に13名。

児童生徒支援加配、これは生徒指導であると

か学力保障であるとか、それから進路保障を

任務とする加配を言います。児童生徒支援加

配が小学校４校に４名、中学校３校に４名。

そして、小学校理科専科加配が、小学校１校

に１名、そして、小学校英語専科加配が３校

を兼務する任用形態で１名、県教委から配置

されています。 

 また、県費非常勤講師、これは多学年にわ

たって在籍する特別支援学級の子どもたちを

担当したり、人数が多い場合の特別支援学級

を担当する先生の加配ですけども、この県費

非常勤講師が小学校に21名、中学校に７名配

置されています。市単独の非常勤講師につき

ましては、小学校に21名、中学校に８名配置

しています。 

 次に、小学校の一部教科担任制についてお

答えします。 

 音楽、家庭についてはほとんどの学校が教

科担任制を取り入れています。また、県教育

委員会から加配が配置されている学校では、

理科、英語、体育で教科担任制を取り入れて

います。対象学年は５、６年生が多く、今年

度は理科で３校、英語で３校、体育で１校実

施しています。小学校の教科担任制の導入は、

その教科の指導を充実させることはもちろん

ですが、学校の指導体制がより柔軟になり、

教員の長時間勤務の是正や負担軽減が可能に
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なると考えます。特に、教材研究が少なくて

済むという利点があります。 

 しかしながら、加配教員を活用した小学校

の教科担任制は、まだ一部の学校でしか実施

できていません。今後、本市としましても、

小学校の一部教科担任制を積極的に推進して

いきたいと考えていますので、引き続き県教

育委員会に加配教員の要望を強くしていきた

いと思っています。 

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）県教育委員会に加配教

員を強く要望ということで、本当にぶっちゃ

けた話、あと何人ぐらい来てもうたら、それ

だけ市の予算もまたどのぐらいかかるんかわ

かりませんけども、そのあたりはどんなもん

ですか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）県から配置される教

員、県職の教員というのは、国庫補助金が３

分の１、県が３分の２を担っています。いわ

ゆる県の補助金によって国もついてくるとい

うんか、県がどれだけ予算どりができるかと

いうそこの部分にもかかわってくるご質問だ

ろうと思っています。 

 毎年、年度末になると、あと１人、あと１

人という形で県と交渉をしています。ぜひと

もここの学校はこういう課題があるので、あ

と１名加配を欲しいという形で、だいたい１

日おきに１名ぐらいをいただけるときもあり

ますし、予算がいっぱいでもうだめですとい

うときもございます。 

 ただ、私としては、スクール・サポート・

スタッフ４名、これはもっとまずは充実させ

ていきたいと思っています。このスクール・

サポート・スタッフというのは、１日６時間

の週30時間の勤務であります。このスクール・

サポート・スタッフは、難しいですけども、

今４名なんで倍増をさせたいと。これ、大き

なことを言うとるかもわかりません。できる

かできないか、また、これはちょっと確実に

するとは言いにくいんで、倍増させたいと。

県もそのつもりでおると思っています。 

 それから、加配教員については、県の意向

としては、先ほどお話しさせていただいたＴ

Ｔ・少人数の加配を減らして、教科専任を増

やしたいという意向が強いです。だから、教

科専任につきましては、あと３名、４名は増

やしていきたいと、来年度につきましては。

そのかわり、ＴＴ・少人数の加配は減る危険

性というか、可能性はあります。 

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）先ほどのスクール・サ

ポート・スタッフ、これも市はほとんど負担

がないという解釈でよろしいですか。まず、

文部科学省においては、だいたい今年の１月

の中で残業時間を原則月45時間、年306時間と

いう指針をまとめて、各自治体にしとるんで

すけども、そういった意味の中で、県もやは

りそういった国からの指導もあるし、教職員

の少しでも働き方改革のためにより一層の要

望をしていただきたいとは思います。これは

要望です。 

 まず、二点目についてですけども、先ほど

学校地域と連携して必要な支援ってあります

けども、橋本市は以前から共育コミュニティ

の取り組みがあり、今年度から各学校でコミ

ュニティスクールが実施されています。それ

らを活用した学校への支援の現状とこれらの

展望について伺います。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）お答えします。ご存

じのとおり、本市では平成20年度から子ども

の豊かな育ちや学びを支える中で、子どもも

大人もともに育て合う、育ち合う共育コミュ

ニティづくりを推進してまいりました。文部

科学省のいわゆる学校地域協働本部事業であ
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ったと思うんですが、今は地域学校協働本部

事業といいますか、地域が先に言葉として出

てきています。というのは、これは地域づく

りでもあるし学校づくりでもあるという共育

コミュニティです。平成30年度、市内７地域

に共育コミュニティ本部がようやく設置され

ました。地域と学校がこれで連携できるよう、

共育コミュニティ本部が間に立ってさまざま

な活動や企画や調整をしているというところ

です。 

 また、今年度から学校運営協議会、コミュ

ニティスクール、これが全校に設置されてい

ます。全小・中学校に。学校運営協議会と教

育コミュニティが連動することで、学校はボ

ランティアによる学習支援や校外学習の引率、

地域の方々にそういうことを助けていただい

ているところです。 

 例えば、つい最近では、ちょっと取り組み

が進んでいるのが、結構進んでいると思いま

すけど、エプロン先生ということで小学校低

学年の子どもたちに、例えば給食指導である

とか、その他さまざまな授業を手伝っていた

だいています。また、ミシン、これはやっぱ

り危険度もありますので、ミシンの学習をす

るときに共育コミュニティの方が手配してい

ただいて、地域の方々が入っていただく。ま

た、放課後の学習支援、ボランティアで入っ

ていただく。こういうふうに、いろんな形で

取り組みが進んでいます。十分かと言うと、

まだのりしろの部分はかなりございます。よ

り一層、充実、発展に向けて私たちも頑張っ

ていきたいと思っていますし、統括コーディ

ネーターも配置していただいていますので、

各七つの共育コミュニティの充実に向けて力

を注いでいきたいと思っています。 

 それと同時に今年、全小・中学校に先ほど

申しましたように、コミュニティスクールが

できました。学校運営協議会委員、この方々

は学校運営について承認し、意見を言う。そ

ういう形で学校の応援団ではなくて、学校の

一員として学校のグラウンドにおりて、教職

員とともに学校運営に力を注いでいただくと

いうことになっています。この学校運営協議

会と共育コミュニティがうまく両輪として、

まだ十分機能はしていませんけども、機能で

きるようになりますと、子どもたちのさまざ

まな発達、例えば、地域の方々が入っていた

だくことで子どもたちのコミュニケーション

能力も随分上達すると思います。また、同じ

先生から褒められるよりも、地域の多くの

方々から褒めていただくということで、子ど

もたちの自己肯定感や自己有用感というのも

高まっていくと思います。大きな力を発揮で

きると思いますので、学校運営協議会と共育

コミュニティがうまく両輪として機能できる

ように進めていきたいと思いますし、このこ

とが教職員の勤務の負担軽減にもつながると

思っています。 

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）きょうは教育長の思い

を朗々と語っていただきまして、強い思いは

よくわかります。ただし、きょうは再質をさ

せていただいた中で、教員の負担軽減にも必

ずつながるもの、本当につながっていただき

たい。７時半が少しでも６時半に帰れるよう

な状態。やはりこれは国からのそういった働

き方改革の中でもありますし、常にそういっ

た形で教育委員会としては頑張っていただき

たいと思います。 

 といいますのは、やはり昔の先生でしたら、

教職員といったら誇りを持ってやっておった

とは思うんです。今誇りを持ってないとかじ

ゃないですけども、私らこの七十前の年にな

っても昔習った先生、やっぱり先生は先生で、

ついつい会うたら先生と敬意を表して呼びま

す。教育長も長い間教師をしてましたんで。
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今の教員はそうではないということは言えま

せんけども、やはり教職になった以上はそう

いった誇りを持って生徒と十分触れ合ってい

ただいて、堂々としてやっていただきたいと

は思います。それはもう要望です。 

 そしたら、一つ目を終わります。 

○議長（土井裕美子君）次に、質問項目２、

学校施設の安全性を確保するための改修計画

に対する答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（阪口浩章君）登壇〕 

○教育部長（阪口浩章君）学校施設の安全性

を確保するための改修計画についてお答えし

ます。 

 本市が設置する学校の建物は昭和50年代に

整備されたもの、あるいは平成初期に増築等

が行われたものが多く、築年数が25年を超え

る施設のうち、改修を要する面積が全体の３

分の２を超えており、老朽化が進んでいる状

況です。 

 学校は、児童生徒が学習活動のために多く

の時間を過ごす施設であり、安全であること

が必要です。さらには、災害発生時の拠点避

難所としての役割を担っており、防災面での

機能も期待されています。 

 そのような状況のもと、本市では、概ねこ

の10年間に老朽化・劣化状況等を考慮して、

小学校４校の大規模改修を実施してきたとこ

ろです。 

 また、平成30年８月の橋本市学校施設長寿

命化計画策定の際には、躯体、屋根・屋上、

外壁等の劣化状況を調査、評価し、令和元年

度から令和５年度までの間に優先的に整備・

改修すべき施設及びその概算事業費等を定め

ました。 

 議員ご指摘のとおり、大規模改修等には多

額の事業費が必要ですので、国の学校施設環

境改善交付金を活用し、できるだけ一般財源

の負担を軽減するようにしていますが、これ

とは別に、屋上防水や屋根・屋上の一部改修

工事についても、劣化状況の評価をもとに優

先順位を勘案し、同様の交付金を活用し年次

的に実施したいと考えています。 

 しかしながら、外壁の落下など危険を伴う

場合には、この計画の順番にかかわらず、必

要最小限ではありますが、できるだけ速やか

に対応しているところです。 

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん、再

質問ありますか。 

 16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）まず二、三いろいろ質

問したいと思います。 

 特に危険な箇所については、いち早く発見

する目を持つべきであると思います。そのた

めには、学校との連携や信頼関係を密にする

ことが必要であると思いますが、現状はどの

ような関係で学校と信頼関係を結んでおるか、

お願いします。  

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）特に危険な箇所等

につきましては、やはり現状をよく把握され

ておりますのは学校現場の先生であられると

思います。各学校では、今文部科学省のほう

から校舎等の点検チェックリストというもの

が出されておりまして、それに基づきまして

定期的に点検をしていただいておるところで

す。それによって、ある程度早急に施設の異

常等を発見する仕組みになっておりまして、

特に校舎のひび割れでありますとか、設備の

劣化等について必要な箇所があれば連絡がす

ぐに入り対応できるような、そのような仕組

みになっておるところです。 

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）先ほどの答弁の中で、

まず基本的に生徒が安全であることが必要と

いうご答弁と、それと、平成30年８月の橋本
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市学校施設長寿命化計画の際の躯体、屋根・

屋上、外壁等の劣化状況調査、評価というこ

とで、まずそれについてちょっと質問いたし

ます。  

 まず、劣化状況の評価結果ということで、

各学校の評価の点数が入っております。その

中で、私、今回、防水もそうなんですけども、

特に外壁とか、非常に生徒が外でおって落下

して危ない。それは過去大阪とかもひさしの

下が落ちてって、何もけがはなかったんです

けども、やっぱそういったことがありますの

で、まず劣化状況の評価結果の中で、私は外

壁のＤ評価ということで、Ｄ評価ということ

は劣化度が大きく安全上・機能上問題である

ため対応が必要との評価基準となっていると。

ここは初めて対応が基準となると。Ｃはそこ

まではいかないけども。  

 この評価結果表を見せていただきますと、

小学校で３校、中学校で３校あると。そうい

った中で、外壁がもし落ちていった場合に、

やはり市としてはそういったときの予算措置、

極端に言うたら、まず市の改修計画の順位を

ある程度度外視した上でそういったもんをま

た進めていくんか。特に私が気になっとるの

は、全て総合評価でＤランクのは、ずばりあ

ります、これは。まず次そこかなと思ったり

もするんですけども、それは教育委員会の中

でいろいろ緊急な順位をやってしたらいいと

思うんです。  

 やはりＤランクで、隅田中学校でＤランク

で29点、31点と、そういったひどい状態があ

ると思います。それが先せえとかいう問題や

なしに、いろいろ総合評価を見ながらしたら

いいと思うんですけども、まず、安易な外壁

を単純に改修計画まで待つんか。それまで、

もしなったときにどこまで直すんか。もし直

すにしても、それやったら今の予算はあると

思うんですけども、また予算は聞きますけど

も、そういった中でどこまで対応するんか。

まして、もし時間がかかるんでしたら、あと

現場の安全対策をどのようにしていくんか。

やはりそれはきっちり考えるべきじゃないか

と思うんですけども、そのあたりはどうです

か。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）教育委員会が策定

しました長寿命化計画の中で、校舎等をＡＢ

ＣＤの評価をさせていただいて、４段階のラ

ンク付けをさせていただいております。その

中でもＤ評価ということについては早急に対

応が必要という形になるんですけども、まず

そういう、先ほど答弁でも申し上げましたよ

うに、計画的にまず校舎等の改修についてや

っていることについては、国の交付金等の活

用もしながらということの中でやっておりま

す。  

 ただ、こういう緊急の事態が生じた場合に

は、まず範囲の箇所の大小にかかわらず、や

っぱり立ち入り禁止であるとか、使用の禁止

でありますような応急の措置は当然する必要

があるかと思っております。それについては

仮設と、仮にということになりますので、や

はりそうなってきますと今回、例えば、そう

いう劣化の状況に応じて、今改修工事という

ものは実施しなければならないと、まず生徒

の安全ということを考えますとそうなります

ので、その場合には今計画しております事業

の計画年次を入れかえたり、もしくは、これ

は補助もいただいている関係もあるんですけ

ども、新規での事業ということも事業採択し

ていただくような形も働きかけていかなけれ

ばならないと思っていますので、まずは緊急

的な措置についてと、それから、やはり工事

については計画年次の入れかえであったり、

新規事業での採択というものも視野に入れて

考えていかなければならないとしています。 
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○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）まず誤解のないように、

私が隅田なので隅田という話ししてませんの

で、やはり十分こんな評価を見ながら、また

現場を見ながら、どこが一番緊急度があるか

というのは、それはやっていただいたらと思

います。 

 そこで、ちょっと修繕の予算的なことを聞

きたいんですけども、来年度はまだですけど

も、今年度の単費関係の予算、またそこらあ

たりはどのぐらいありますか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）修繕ということで

の本年度の事業予算なんですけども、まず小

学校につきましては2,482万4,000円、中学校

におきましては634万7,000円を予算措置させ

ていただいてございます。合計3,117万1,000

円です。これにつきましては、前年度からの

学校等からの要望事項等を受けて予算措置を

しておりますのが、小・中学校合わせまして

2,117万1,000円ございます。これは主に給排

水設備であったり消防設備であったり、プー

ルのろ過器の改修等についてでございます。 

 残りの1,000万円につきましては、残り19校

が一応日常的な修繕費に充てるということで

約1,000万円を予算措置させていただいてい

るところです。 

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）まず、こういった施設

の維持修繕、目的修繕と思いますけども、そ

れと１校当たり50万円の1,000万円。先ほど私

が言いました外壁等がもしとれた場合に、多

額の費用、1,000万円以上要るとか、そんな場

合には、それを次回の全体的な修繕まで置い

とくんか。現場を見て査定して、危なかった

らすぐ予算的な措置をするのか。そこらあた

りは財政サイドに聞くのも酷ですけども、ど

んなもんですか。 

○議長（土井裕美子君）財政課長。 

○財政課長（井上稔章君）子どもの学び舎と

いいますか、学校の話ですので慎重に答えた

いところなんですけれども、今のお話であれ

ば全体で3,117万1,000円。いわゆる学校枠と

しまして各50万円ずつということで、今教育

委員会では対応していただいております。 

 しかしながら、教育現場での事故等という

のは発生しては、これはあってはならないこ

とだというふうに考えております。そのフリ

ーになるといいますか、予算として使える50

万円でできる範囲であれば、他の学校の予算

も使った上で一旦実施していただいて、その

後補正等を検討するというようなやり方です

とか、金額的にかなり多額になって抜き差し

ならないような状況であれば、予備費を使っ

ての実施、こういうことも考えていく必要は

あると思います。 

 また、補正予算、議会のほうで、定例会の

ほうの補正予算計上で一旦現状予算で回した

上で回るようなものであれば、その段階で財

源を確保した上で予算を提案させていただく

というようなやり方で回していく必要がある

のかなと。 

 ただ、どれぐらいの予算が必要なのかとい

うことで、１校当たりの修繕のための予算を

ある程度増やすというような状況は今の段階

ではなかなか難しいのと、やはり一件査定で

本来修繕する、改修する必要がある分につい

てはできるだけ予算を確保して実施していく

ような方向で考えていきたいなというふうに

は考えております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）それやったら、臨機応

変に考えてくれるという意識でよろしいです

か。  

○議長（土井裕美子君）財政課長。 
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○財政課長（井上稔章君）その状況を考えな

がら、臨機応変に対応したいと思っておりま

す。  

 以上です。  

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）先ほど教育部長が言い

ました長寿命化の実施計画の中で施設整備計

画５カ年、これは入っておるんですけども、

そこまで待てるんかどうかというのはまずあ

ると思いますし、そこまで待って、もし何か

あったときに誰の責任よというのもあります

ので、やはりもし待つもんでしたら現場自身

ちゃんとした安全策なりいろいろしながら、

やはり生徒の安全を守っていただきたいと思

います。  

 特に外壁については、私は技術屋ですので、

よく土木工事でしたら法面が石が落ちてくる

とか、それはやはりこの寒い時期には雨が降

ってそれが凍結して、それが膨張して外れる

とか、結局外壁もそんな状態と思います。や

はり雨が入った中で長い間、そこで寒いとき

には凍って、暖かくなったら膨張する。膨張

したから壁が外れる。やっぱりそういう状態

がありますので、多分技術屋が全ての壁をた

たいたら浮きまくっとると思うんですけども、

ほんなら、どこでとめるんよというのもあり

ますので、やはりまず安全な上でも一刻も早

く最善な策をとっていただきまして、進んで

いただきたいと思います。  

 これで私の一般質問は終わります。 

○議長（土井裕美子君）16番 樽井さんの一

般質問は終わりました。 

 この際、１時55分まで休憩いたします。 

（午後１時41分 休憩） 

      

       

 


